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職員白書２０１２の発行にあたって 
 

 

 

 

杉並区では、職員の現状を区民の皆様だけでなく職員自身にも知ってもらうことを

目的に、平成１３年から職員白書を発行してきました。 

また、平成１６年に地方公務員法が改正され、人事行政の運営等の状況の公表に

関する事項が定められ、杉並区においても、改正された地方公務員法の規定に基づ

いて、平成１７年３月に、「杉並区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」を

制定し、人事行政のより一層の公正な運営と透明性の向上を図ることとしました。 

職員白書は、条例に基づく人事行政の運営等の状況の公表を行うものとして、職員

の現状等および地方公務員法に規定する人事委員会からの業務状況報告をあわせ

て冊子形式にまとめ、発行しているものです。 

皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 
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Ⅰ 職員の勤務条件をめぐる最近の動き 
 
 
１ 人事制度の改善 
（1）骨髄提供等に伴う職務専念義務免除の対象範囲の拡充（２４年度） 

白血病等の有効な治療法である移植療法のドナーとなる場合には職務専念義

務が免除されますが、これまでの骨髄を提供する場合に加え、末梢血幹細胞を提

供する場合も対象となるよう、範囲の拡充を行いました。 

 

（2）勤勉手当の一律拠出制度等の改正（２４年度） 

これまで管理職を対象に実施してきた勤勉手当の一律拠出を、平成２４年６月

の支給時から、係長級、主任主事、技能長及び技能主任についても開始しました。

また、扶養手当を勤勉手当の原資とし、勤務成績が良好な職員に増額して配分す

るよう改めました。 

 

（3）特殊勤務手当の一部廃止（２４年度） 

徴収・滞納整理出張特別手当、不規則勤務手当、障害者（児）施設等業務手当、

検便手当の廃止を、平成２４年４月から実施しました。 

 

（4）子育て支援に係る休暇等の充実（２３年度） 

職員が育児と仕事の一層の両立を図ることができるよう、母体保護休暇につい

ては、これまでは付与日数を連続して取得することが条件であったところ、日を

単位として分割して取得することを可能とする改正を行いました。 

また、出産支援休暇については、これまでの日を単位とした取得に加え、時間

単位の取得を可能とする改正を行いました。 

再任用職員についても、子が１歳に達する日までの間、育児休業取得が可能な

よう改めました。 

 

（5）改正育児・介護休業法に伴う制度の見直し（２２年度） 
  配偶者の状況に関わらず育児休業できるようにする等、育児休業を取得しやす

い制度に改めました。また、短期の介護休暇制度の導入や子の看護休暇制度の拡

充、育児のための超過勤務免除･制限の規定を設けました。 

 
（6）新任職員への支援制度の実施（２２年度） 
 新任職員が安心して職場で力を発揮できるよう、職場での新任職員の育成の中

心的な役割を担う「新任職員育成担当者」と、職場外から先輩職員として、自ら

の経験などをもとに新任職員を支援していく「新任職員サポーター」を配置しま

した。 
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（7）再任用制度の本則実施（２２年度） 
 定年退職した職員のこれまでの知識・経験を有効に活用させるため、再任用制

度の本則実施を行いました。 

 
（8）勤務時間等の見直し（２１年度） 
 民間準拠を基本として、１週間の正規の勤務時間を「４０時間」から「３８時

間４５分」に、１日の正規の勤務時間を「８時間」から「７時間４５分」に改め

ました。また、休憩時間を「４５分」から「１時間」に改め、休息時間を廃止し

ました。 

 
（9）病気休暇及び病気休職に係る制度の見直し（２１年度） 

国や他団体との制度均衡を図るため、病気休暇に係る給与の減額を免除する

日数を、１回について引き続く１８０日から９０日の限度に改めました。また、

病気休職に係る給与の支給期間を、病気休職期間が満２年から満１年に達するま

でに改めました。 

 
（10）管理職員の勤勉手当一律拠出の実施（２１年度） 
 勤務成績に応じた成績率制度の効果的な運用を図るため、２１年６月支給の勤

勉手当から、管理職員の勤勉手当の一律拠出を実施しました。 

 
（11）育児短時間勤務制度の導入（２０年度） 
 職員が育児と仕事の一層の両立を図ることができるよう、小学校就学前の子を

養育するために、希望する勤務形態で勤務できる育児短時間勤務制度を導入しま

した。 

 
（12）勤勉手当の成績率の導入（２０年度） 
  勤務成績に応じたメリハリのある給与制度とするため、管理職員のみに実施し

ていた勤勉手当の成績率について、一般職員についても平成２０年６月支給分か

ら導入しました。 

 
（13）新しい評価制度の実施（１９年度） 
  職員のより効果的な人材育成、能力開発を実現するとともに、職員の業績・能

力等に応じた職員の処遇を適正に行うため、新しい評価制度を実施しました。こ

の評定結果に基づいて、翌年度の昇給号数や勤勉手当の支給額を決定することと

し、また、透明性を確保するため、評定結果の本人開示・苦情処理の制度を導入

しました。 

 
（14）昇給制度の改善（１８年度） 
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  勤務実績をきめ細かく反映させるため、従来の号給を４分割にするとともに、

普通昇給と特別昇給を統合し、勤務成績に応じた５段階の昇給区分とし、昇給時

期についても１８年度から４月１日に統一しました。また、最高号給を超えて昇

給する枠外昇給も廃止しました。 

 
（15）一般職の任期付職員制度の実施（１８年度） 
  公務の能率的運営を確保するため、専門的な知識経験を有する者を、その知識

経験が必要とされる業務期間に限って採用する任期付職員制度を実施していま

す。 

 
（16）特殊勤務手当の一部廃止（１８年度） 
  不規則勤務手当のうち、土・日・年末年始の勤務に係る手当の廃止を、１８年

４月から実施しました。 

 
（17）行政系 1 級職と２級職の統合（１８年度） 
  行政系職員の職務の級のうち、１級と２級について、職責の違いが明確でなく、

区分する意義が薄れていることから、統合し１級職としました。 

 
２ 私のチャレンジプランの導入 
 課、係を単位として、職員一人ひとりが自分の仕事への取組みや職務遂行に必要

な能力開発の目標について考え、チャレンジする「職員チャレンジ目標制度」を１

５年度に試行、１６年度から本格実施しており、平成１９年度からは、組織目標と

の連携を更に増し、人材育成の視点を重視した「私のチャレンジプラン」として、

実施しています。 

 
３ 職員の人材育成 
(1) 杉並区人材育成計画（平成 24～26 年度）の策定（２４年度） 

  基本構想が示す「支えあい共につくる 安全で活力あるみどりの住宅都市 杉

並」を実現するため、区民との協働により地域の課題を解決できる、自治と分権

の時代にふさわしい職員の育成を目指します。そのため新たな杉並区人材育成計

画（平成 24～26 年度）を定め、目指す職員像を①自ら学び、能力を高めていく

杉並区職員、②新たな課題に挑戦し、五つ星のサービスを提供できる杉並区職員、

③組織力を高め、最強のチームワークを築く杉並区職員としました。 

 
(2) 特別区職層研修への一部参加（２３年度） 
 研修における交流を通じて、区を越えた人的ネットワークを築くため、新任研

修（後期）と管理職昇任前研修については、特別区職員研修所で行う職層研修に

参加することにしました。なお、専門研修等についても、職員育成上必要なもの

を選択し参加しています。 
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(3)「期待を超える区役所」（２２年度） 
 「五つ星の区役所づくり」の新たな展開をめざして、全職員が目標を共有でき

るように「期待を超える区役所」というコンセプトを定め、「区民の皆さまへの

お約束」をどう実現するかを意識し、考えていく研修を行っています。 

 
４ 職員の健康管理・メンタルヘルス 
(1) 心の健康づくり計画 
 職員のこころの健康が保たれるよう、予防から発症・治癒後の職場復帰までを

体系的に整理した「職員の心の健康づくり」を冊子にまとめ、これにより職員の

心のケアを実施しています。 

 
(2) 各職場との連携 
 心の健康問題を抱えている職員と職場の上司、主治医との連携を図り、職場復

帰への支援を実施するとともに、復帰後には心理カウンセラーのフォロー面接を

実施しています。 

 
(3) 過重労働面接の実施 
 平成２０年１０月から過重労働者に対する産業医面接を実施しています。 

 
(4) 係長職昇任者心理面接の実施 
係長職昇任者を対象に、自らのストレス対処法を身につけ心の健康保持増進を

図るとともに、メンタルヘルス不調者への早期対応などを目的として、心理カウ

ンセラーによる個別面接を実施しています。 

 
５ その他  
(1) 庶務事務システムの構築 
「杉並区情報化アクションプラン」に基づき、各課における庶務事務を軽減し、

職員が本来業務に専念できる環境を整備するため、ＩＣカードを使用した庶務事

務システムを構築し、１９年度から稼動しています。 

 
(2) 職員の子育て支援行動計画の推進 

  「次世代育成支援対策推進法」に基づき、子育てを行う職員の仕事と子育てと

の両立を支援する勤務環境の整備を図るため、同法に規定された特定事業主行動

計画として、「杉並区役所職員の子育て支援行動計画」を１７年１月に策定しま

した。この計画を推進するために部会を設置し、勤務環境の整備に努めています。 
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Ⅱ  表とグラフで見る職員の現状 
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第１ 職 員 

１ 区職員の配置の現状 

 平成 24 年 4 月 1 日現在の職員数は、3,640 人です。（特別職を除く。） 

その他に再任用短時間勤務職員 336 人が配置されているほか、嘱託員やパートタイ

マー、臨時職員が勤務しています。 

   

男 女 計 男 女 計

企画課 10 2 12 0 都市計画課 25 5 30 1

財政課 10 1 11 0 住宅課 9 4 13 1

情報政策課 17 2 19 0 まちづくり推進課 23 7 30 3

情報システム課 32 3 35 1 建築課 26 10 36 5

営繕課 36 6 42 0 土木管理課 45 11 56 6

　政策経営部　計 105 14 119 1 土木計画課 17 2 19 0

総務課 9 3 12 2 交通対策課 18 5 23 2

秘書課 2 2 4 0 みどり公園課（本庁） 18 11 29 0

職員課 21 9 30 2 南公園緑地事務所 12 12 29

人材育成課 3 1 4 1 北公園緑地事務所 11 1 12 11

経理課 19 7 26 8 みどり公園課　小計 41 12 53 40

広報課 7 7 14 0 杉並土木事務所 34 2 36 1

区政相談課 4 3 7 3 都市整備部　計 238 58 296 59

総務部　計 65 32 97 16 環境課 15 7 22 6

危機管理対策課 8 0 8 1 ごみ減量対策課 8 7 15 2

防災課 13 2 15 2 清掃事務所 149 2 151 8

危機管理室　計 21 2 23 3 方南支所 88 1 89 6

管理課 11 9 20 4 清掃事務所　小計 237 3 240 14

区民課（本庁） 32 55 87 4 環境部　計 260 17 277 22

区民係 53 43 96 3 会計管理室 11 8 19 0

区民課　小計 85 98 183 7 1279 1787 3066 245

地域課（本庁） 5 6 11 0 9 3 12 0

地域活動係 16 11 27 15 監査委員事務局 6 2 8 1

地域課　小計 21 17 38 15 区議会事務局 13 3 16 1

協働推進課 3 4 7 0 庶務課 19 10 29 3

課税課 35 37 72 1 教育人事企画課 5 4 9 0

納税課 18 21 39 6 学務課 11 12 23 0

文化・交流課 7 3 10 0 特別支援教育課 2 7 9 0

区民生活部　計 180 189 369 33 学校支援課 8 6 14 1
12 10 22 4 学校整備課 6 2 8 1

管理課 14 6 20 4 生涯学習推進課（本庁） 7 8 15 0

国保年金課 41 60 101 5 社会教育センター 4 4 8 0

障害者施策課 17 14 31 5 科学館 5 1 6 2

こども発達センター 6 28 34 1 郷土博物館 5 5 2

障害者施策課　小計 23 42 65 6 生涯学習推進課　小計 21 13 34 4

障害者生活支援課（本庁） 6 11 17 1 スポーツ振興課 4 5 9 1

すぎのき生活園 21 23 44 1 済美教育センター 8 5 13 2

こすもす生活園 9 9 18 0 教育委員会事務局　計 84 64 148 12

なのはな生活園 7 16 23 0 中央図書館 20 17 37 5

障害者生活支援課　小計 43 59 102 2 地域図書館（６） 15 10 25 9

高齢者施策課 13 21 34 2 図書館　計 35 27 62 14

高齢者在宅支援課 10 28 38 1 小学校　（４３） 115 126 241 43

介護保険課 14 38 52 3 中学校　（２３） 21 17 38 15

子育て支援課 13 29 42 2 養護学校　（１） 3 5 8 3

保育課（本庁） 17 19 36 4 幼稚園（２）副園長含 10 10 0

保育園　（４0） 15 756 771 51 学校　計 139 158 297 61

保育課　　小計 32 775 807 55 258 249 507 87

児童青少年課 16 16 32 0 人事・厚生事務組合 3 3 0

児童館　　（４１） 54 155 209 7 清掃一部事務組合 13 13 0

児童青少年課　小計 70 171 241 7 後期高齢者医療広域連合 2 2 0

杉並福祉事務所 26 30 56 4 南相馬市 8 8 0

高円寺事務所 26 25 51 1 スポーツ振興財団 2 2 1

高井戸事務所 16 14 30 1 障害者雇用支援事業団 1 2 3 1

杉並福祉事務所　小計 68 69 137 6

子供園（4） 1 30 31 0 0

保健福祉部　計 342 1328 1670 93 派遣　計 27 4 31 2

地域保健課 7 3 10 3

健康推進課 2 11 13 3 1592 2048 3640 336

生活衛生課 22 25 47 2

保健予防課 5 16 21 1 5 0 5

荻窪保健センター 2 21 23 1

高井戸保健センター 2 17 19 2

高円寺保健センター 3 18 21 0

上井草保健センター 1 9 10 1

和泉保健センター 1 9 10 1

杉並保健所　計 45 129 174 14

再任用
短時間

平成24年4月1日現在各 部 局 配 置 職 員 一 覧
職員数職員数

常　　勤 常　　勤再任用
短時間

課　等
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部

選挙管理委員会事務局
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並
保
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所
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健
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生
活
部

職員数 合計
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学
校

派
遣
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等

課　等

図
書
館

教
育
委
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会
事
務
局

環
境
部

区長部局　計

産業振興センター

政
策
経
営
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総
務
部

危
機
管

理
室
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 ２ 職員数の推移 

 区では、絶えず施策・事業の評価、検証を行い、実施主体の見直しや組織の改編、

職員の採用抑制などを通じ、職員定数の削減を行ってきました。 

 平成 24 年度は、行財政改革基本方針に基づき、前年度から 14 名の職員を削減しま

した。今後も厳しい財政状況を見据えつつ、多様化している区民ニーズや新たな行政

課題に的確に対応していくため、指定管理者制度の導入や委託・民営化を視野に入れ

た、より効果的な執行運営方法を目指し、職員定数の適正化を図っていきます。 

 

 

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

11 16 17 12 11 16 31 268 345 336

（各年度4月1日現在）【参考】　再任用職員数の推移　　

 

 

杉並区職員数の推移
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各年度4月1日現在）
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 ※特別職等を除く 
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３ 年齢別職員数 

 職員の平均年齢はこの 5年、43 歳～44 歳で推移しています。 

年齢構成では 40 歳以上の職員が 65％を占めています。 

 

職員の平均年齢の推移
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各年4.1現在）

43.7 43.7

43.6

43.5

43.2

43

43.2

43.4

43.6

43.8

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
平成

年齢

 

 ※それぞれ特別職等を除く 

 

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

29歳以下 381 416 423 453 516

30歳以上39歳以下 934 876 842 819 754

40歳以上49歳以下 1,332 1,280 1,212 1,124 1,108

50歳以上 1,221 1,213 1,224 1,258 1,262

合計 3,868 3,785 3,701 3,654 3,640

（各年度4月1日現在）職員の年齢構成の推移

 

9.9% 11.0% 11.4% 12.4% 14.2%

24.1% 23.1% 22.8% 22.4% 20.7%

34.4% 33.8% 32.7% 30.8% 30.4%

31.6% 32.0% 33.1% 34.4% 34.7%
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40%

60%

80%

100%
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29歳以下 30歳以上39歳以下 40歳以上49歳以下 50歳以上
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○ 年齢別に見ると44歳以上の職員はそれぞれ100名を超えており、特に昭和57年度、

58 年度に多く採用された 51 歳・52 歳の層は、160 名を超えています。 

 

○ 一方、10 代の職員は 9名、25 歳以下の若手職員は 268 名(7.4％)となっています。 

年齢別職員数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年4月1日
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 ※特別職等を除く 
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４ 職種別職員数 

 区の職員を職種別で見ると、職員総数 3,640 人のうち、事務系が 1,524 人（41.9％）、

福祉系が 1,045 人（28.7％）、一般技術系が 257 人（7.1％）、医療技術系が 157 人

（4.3％）、技能･業務系が 514 人（14.1％）、教育職員等 143 人（3.9％）となってい

ます。 

各年 4月 1日現在 

 

※特別職等を除く 

 

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

事務系 1,786 1,743 1,713 1,675 1,637 1,608 1,568 1,537 1,516 1,524

福祉系 1,137 1,117 1,116 1,087 1,068 1,049 1,051 1,041 1,035 1,045

一般技術系 289 295 290 280 277 269 264 262 256 257

医療技術系 178 178 176 174 175 171 165 158 158 157

小計 3,390 3,333 3,295 3,216 3,157 3,097 3,048 2,998 2,965 2,983

技能・業務系 958 895 841 795 755 691 637 580 544 514

教員系
（指導主事含む）

31 31 32 32 53 80 100 123 145 143

合計 4,379 4,259 4,168 4,043 3,965 3,868 3,785 3,701 3,654 3,640

（各年度4月1日現在）
職種別職員数
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958 895 841
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（指導主事含む）
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５ 職層別職員数の推移 

区の職員を職層別で見ると、主任主事以上の職員が約 72％となっています。 

平成 24 年 4 月 1 日での職層別の割合は、管理職 111 人(3.2％)、係長級 735 人

(21.0％)、主任主事 1,707 人(48.7％)、一般職員 951 人(27.1％)となっています。

※特別職、派遣職員、休職者等を除く。（特別区現員調） 

 

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

一般職員 1,575 1,460 1,366 1,451 1,358 1,252 1,165 1,056 982 951

主任主事 1,430 1,434 1,455 1,562 1,575 1,584 1,608 1,651 1,682 1,707

係長級 800 800 798 784 797 778 772 761 748 735

管理職 101 100 97 111 105 106 107 111 113 111

合計 3,906 3,794 3,716 3,908 3,835 3,720 3,652 3,579 3,525 3,504

（各年度4月1日現在）職層別職員数の推移　　
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第２ 採用、昇任、処分、退職 

１ 採 用 

持続可能な行財政運営を推進するとともに、多様な行政課題に柔軟に対応するため

の配置を行うなど、職員定数の適正化を図りながら、職員の採用抑制に努めており

ます。 

 

 

     新規採用職員の内訳   平成 24 年 11 月 1 日現在 

 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

事務系 17 24 21 20 20 23 28 25 31 73

福祉系 28 15 22 4 19 39 20 35 35 45

一般技術系 6 15 9 1 7 6 14 7 4 10

医療技術系 4 4 6 8 5 3 0 3 5 6

技能･業務系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

幼稚園教諭 3 1 2 2 2 1 0 0 1 6

区費学校教員 0 0 0 0 20 29 22 26 26 0

合計 58 59 60 35 74 101 84 96 102 140

    ※各年度の新規採用職員(任期付採用職員は含まない) 

 

 

   

人 

職員採用数の推移（全体）
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２ 昇 任 

平成 19 年度からは主任主事への昇任資格基準が改定され、20 歳代での主任主事への昇

任が可能となっています。一方で、係長職、管理職昇任選考では受験率の低下が課題

となっています。 

主任主事、係長職、管理職の選考には、筆記試験等の選考があります。 

 

 採用から昇任の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高卒程度(Ⅲ類) 
（1 級･2 級） 

管 理 職

 部    長 

  統括課長 

 課    長 

総括係長（５級） 

係 長 級（４級） 

主 任 主 事 （ ３ 級 ） 

大卒程度(Ⅰ類) 
（1 級･2 級） 

管
理
職
選
考 

管
理
職
選
考 

管
理
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７年 
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５年 

以上 

総括係長職

昇任選考 

係長職昇任選考 

５年 
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９年 

以上 主任主事 
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主任主事 
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１級１年

２級４年

１級５年 

２級４年 
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（１） 主任主事昇任 

 

○ 選考対象者（有資格者）  

 [短期]  ２級職４年以上、年齢５０歳未満 

      （経験者２級職採用）２級職３年以上、年齢５０歳未満 

 [長期Ａ] ２級職１２年以上、年齢３７歳以上５６歳未満 

 [長期Ｂ] ２級職５年以上、年齢５２歳以上  

 

○ 主任主事選考（短期）の実施状況を見ると、近年、受験者・合格者数は、ほぼ

横ばいの状況にあります。 

 

主任主事選考（短期）実施状況
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○ 平成２３年度の主任主事選考(短期)合格者の平均年齢は、３１．７歳です。 

 

主任主事昇任選考（短期）合格者の平均年齢 

年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

平均年齢 33.1 32.8 32.7 33.7 33.2 33.6 33.3 32.2 32.5 31.7 

 

 

 

人 

平成 
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（２）係長職昇任 

 

  ○ 選考対象者（有資格者） 

    [一般] 主任主事５年以上、年齢５０歳未満 

        （経験者主任主事Ⅰ採用）３級職４年以上 年齢５０歳未満 

（経験者主任主事Ⅱ採用）３級職２年以上 年齢５０歳未満 

    [長期] ２級職１５年以上うち３級職７年以上、年齢５０歳以上５８歳未満 

        ※経験者採用は別規定あり 

 

○ 係長職昇任選考(一般)の実施状況を見ると、有資格者、受験者の減少と合わせ

受験率は低下する傾向にあり、近年は１０％前後の水準となっています。 

係長職選考（一般）実施状況
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係長職昇任選考(一般)の合格者の平均年齢は、おおむね横ばい傾向にあります。 

平成２３年度の平均年齢は、４１．５歳となっています。 

 

       係長職昇任選考（一般）合格者の平均年齢 

 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

平均年齢 41.0 41.2 40.5 40.9 42.1 42.9 41.5 42.4 40.8 41.5 

 

 

 

人 

平成 
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（３）主査から係長・担当係長への任用と総括係長職昇任 

 

○ 係長職及び総括係長職のポストと在職者数の関係で、主査が係長・担当係長にな

るまでの平均年数は近年６年から７年程度と長期化していますが、２４年度はポス

ト数と実員の関係から昇任年数の短縮が図られました。係長・担当係長への任用平

均年齢もおおむね４０歳代後半で推移しています。 

○ 総括係長職昇任者の平均年齢は４９～５１歳で推移しています。 

 

 

 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

係長・担当係長 

任用平均年齢 
47.9 47.9 45.0 46.8 47.5 46.3 48.0 49.8 48.2 47.2

 

 

          総括係長職昇任者数と昇任平均年齢 

 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

総括係長 

昇任者数 
26 26 24 27 27 34 28 30 39 28

平均年齢 50.7 51.3 51.3 49.1 49.2 51.2 51.4 49.7 51.2 51.3

 

 

 

 

主査から係長･担当係長になるまでの平均年数の推移
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（４）管理職選考 

 

○ 管理職選考は、特別区人事委員会の２３区統一選考で実施しています。 

○ 選考対象者 

[Ⅰ類] 主任主事６年以上、年齢５５歳未満（全部受験・分割受験の場合） 

[Ⅱ類] 総括係長１年以上、年齢４７歳以上５６歳未満 

 

                 ※Ⅰ類の受験者は分割受験方式受験者を含まない。 

 

年度 合格者 内女性

１４  ４  ０ 

１５  ３  ０ 
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３ 処 分 

 法令違反などの一定の義務違反があった場合、職員は懲戒処分を受け、道義的責任

が問われます。 

職員一人ひとりが、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を有

していることを強く自覚する必要があります。 

 

○ 地方公務員法は、懲戒処分として免職、停職、減給、戒告の４種類を定めてい

ます。 

○ 平成１３年から、杉並区では「職員の懲戒処分等の公表基準」について定めて

おり、職員の懲戒処分等を行った場合に公表しています。 

 

懲 戒 処 分 の 概 要 

処分の内容 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

戒告     

８名（通知書

等の発送遅

延・誤発行、

契約義務違

反） 

減給 

４名（公務中

の交通事故、

痴漢、飲酒上

の暴行２名） 

  
１名（痴漢行

為） 

１名（盗撮行

為） 

停職１か月未満   
１名（私事欠

勤） 

１名（私事欠

勤） 
 

停職１か月以上 

  ３か月以下 

２名（私事欠

勤、戸籍の附

票の写しの

不正交付） 

２名（無許可

の兼業、公務

中の交通事

故） 

 
１名（児童ポ

ルノ法違反） 
 

免職 
１名（ひき逃

げ） 
  １名（収賄）  

計 ７名 ２名 １名 ４名 ９名 
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４ 退 職 

 退職は、定年退職とその他の退職（定年前の勧奨退職と一般退職等）に分けられ

ます。 

 今後、10 年間の定年退職者の見込みは、約 1,200 人になります。これに勧奨・一

般退職者（見込み）を加えると約 2,000 人の退職が見込まれます。 

 

○ 過去１０年間の退職者数 
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100

108

123

115

118

77

60

77

73

75

26

30

27

33

47

44

57

45

64

43

48

29

30

37

38

38

41

28

37

39

0 50 100 150 200 250

23年度

22年度

21年度

20年度

19年度

18年度

17年度

16年度

15年度

14年度
平成

人

定年

勧奨

一般等

 
※一般退職等には死亡退職を含みます。 

                      ※年度中途退職者を含みます。 
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○ 今後１０年間の定年退職者数の見込み 

定年退職者数
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平成 24 年 4月 1日現在 
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第３ 勤務条件 

 １ 勤務時間 

 職員の勤務時間は、杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例に基づい

て、1 週間に 38 時間 45 分（1 日 7 時間 45 分）と定められています。（職務内容に

よっては、割振りが異なる場合があります。） 

 

２ 年次有給休暇 

 区職員には条例に基づき、1 年に 20 日間の有給休暇が与えられています。（23 区

すべてに共通しています。）休暇は、職務に支障がないときは、時間単位での取得

が可能です。 

 

○年次有給休暇の取得状況 

   休暇を取得する理由は様々ですが、毎年平均して１５日前後の取得状況となって

います。 

年次有給休暇の平均取得日数
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16.0

16.5

14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年
平成
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３ 特別休暇等 

 職員には公民権行使や結婚、出産その他の特別な事由によって、勤務しないこと

が相当である場合、その理由に相応した休暇があり、これを特別休暇と呼んでいま

す。また疾病、負傷の療養や家族介護のために、病気休暇、介護休暇という制度も

あります。 
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４ 育児休業 

 平成 15 年に、次の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会を形成す

るため、「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。杉並区においても、法

の趣旨に基づき、事業主としての立場から、平成 17 年 1 月に、「杉並区役所職員の

子育て支援行動計画」を策定し、職員の子育て支援に取り組んでいます。 

 

○ 育児休業は、子を養育する職員の継続的な勤務を促進することを目的とした制

度です。常勤職員が３歳に満たない子を養育している場合、その子が３歳に達

するまでの期間取得することができるものです。ただし、育児休業終了後も引

き続き勤務する意志のある職員が対象となります。 

○ 男性職員の取得がほとんどなく、男性が取得しやすい環境を整備することが今

後の課題となっています。 

 

 

育児休業の取得状況
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第４ 職員の給与と人件費 

 

１ 区職員の給与決定のしくみ 

 

特別区には、共同で設置した特別区人事委員会があり、毎年民間従業員の給与の実

態を調査しています。特別区人事委員会では、調査をした民間従業員の給与と区職員

の給与とを比較し、民間給与の実態と合うよう区議会と区長に対し給与の是正を勧告

します。 

この勧告を受けて、区は給与に関する条例案をつくり、区議会での審議を経て、一

般職員の給与を決定しています。 

 

○ 平成 23 年度の職員給与は、民間給与を上回っていたため給料表の引き下げ改定を行

いました(公民較差△842 円、△0.20％)。また、期末・勤勉手当は民間の支給割合とお

おむね均衡しているため、改定を見送りました。 

 

２ 区職員の給与（平成 23 年度一般会計決算、退職手当を除く） 

 

               職員一人あたり人件費 

     （単位：千円）

  給料 職員手当等 退職手当を 給与費 退職手当を 共済費 人件費 退職手当を

 人数    除く職員手当  除く給与費   除く人件費

  （A） （B) うち退職手当（C) (B)ー（C) （A)＋（B)＝（D) (D)－（C) （E) （D)＋（E)＝（F) （F)－（C)

一般職員 

人件費 
3,512 13,797,662 14,148,798 3,334,700 10,814,098 27,946,460 24,611,760 5,004,197 32,950,657 29,615,957

1人あたり  3,929 4,029 950 3,079 7,957 7,008 1,425 9,382 8,433

※再任用職員除く  

 

 

再任用職員一人あたり人件費 

 （単位：千円） 

 給料 職員手当等 給与費 共済費 人件費 

 
人数 

（A） （B) （A)＋（B)＝（C) （D) （C)＋（D)＝（F) 

再任用職

員人件費
339 767,523 376,021 1,143,544 174,005 1,317,549 

1人あたり  2,264 1,109 3,373 513 3,887 

 

○ 上記の表で見るように、区職員の平均給与は年額約 701 万円（再任用職員は約 337 

万円）です。 

ただし、人件費ということでみると、これに共済費、退職手当が加わります。 

共済費を含めて計算すると 1 人あたりの人件費は約 843 万円（再任用職員は約 389

万円）、また退職手当も含めると 1人あたり約 938 万円となります。

一般職員１人あたりの 
職員給与費 

一般的にいう 
一般職員１人あたりの 
人件費 
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３ 職層別給与、職種別給与 

区職員の給与の実際はどのようになっているのでしょうか。 

平成 23 年度の実績をもとに職層別、職種別の平均給与の実際を紹介します。 

 

（１）職層別平均給与額（平成 23 年度実績） 

職層別にみると一般主事が約 474 万円、主任主事が約 712 万円、係長級が約 859 万円、

管理職が約 1,131 万円、技能業務系主事が約 656 万円となっています。また、再任用職

員の平均は約 337 万円となっています。 

           平成 23 年度職層別年間平均給与額        （単位：円） 

職層名 職員数 給料 地域手当 扶養手当 期末勤勉手当 その他手当 合計

部長級 38 5,989,018 1,383,140 143,179 3,209,457 1,992,961 12,717,755

統括課長級 15 5,481,160 1,241,662 147,360 2,781,394 1,613,856 11,265,432

課長級 59 5,012,506 1,118,572 150,086 2,526,585 1,621,139 10,428,888

管理職平均 112 5,403,101 1,223,881 147,402 2,790,048 1,745,209 11,309,641

総括係長級 187 4,943,363 907,582 98,726 2,138,670 1,028,960 9,117,301

係長 282 4,713,664 866,219 98,363 1,987,339 980,133 8,645,718

係内主査 241 4,457,136 817,374 83,828 1,870,239 875,465 8,104,042

係長級平均 710 4,688,272 860,754 93,567 1,988,082 957,859 8,588,534

1,419 4,104,064 746,644 55,546 1,686,899 525,388 7,118,541

2級職 496 2,911,487 528,974 29,901 1,148,368 461,070 5,079,800

1級職 148 2,161,397 388,478 3,540 756,581 297,792 3,607,788

一般主事平均 644 2,735,811 496,069 23,727 1,056,609 422,829 4,735,045

543 3,641,305 676,922 127,569 1,493,491 622,963 6,562,250

3,428 3,929,255 726,326 71,687 1,633,091 650,130 7,010,489

341 2,264,166 410,608 0 486,242 212,638 3,373,654再任用職員

技能・業務系主事

平均

管
理
職

係
長
級

主任主事
一
般
主
事

※職員数は１２か月の平均職員数。 

※国保会計職員を含み、教諭を含まない。 

 

（２）職種別年間平均給与額、人件費（平成 23 年度実績） 

職種別の年間平均給与額と人件費は下記のとおりです。 

平成 23 年度職種別平均給与額と平均人件費    （単位：円） 

職種 職員数 平均給与額 共済費 平均人件費

事務系 1,481 7,485,713 1,483,479 8,969,192

福祉系 1,010 6,463,538 1,346,473 7,810,011

一般技術系 243 7,402,361 1,477,340 8,879,701

医療技術系 151 7,301,807 1,481,900 8,783,707

技能･業務系 543 6,562,250 1,305,191 7,867,441

平　均 3,428 7,010,489 1,424,886 8,435,375

再任用職員 341 3,373,654 514,139 3,887,793  

※職員数は１２か月の平均職員数。 

※国保会計職員を含み、教諭を含まない。 
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４ ラスパイレス指数 

 
ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料を１００とした場合の地方公共団体 

職員の給料水準を指数で示したものです。 

平成２３年度も区職員のラスパイレス指数は、年齢構成に伴い２３区平均より 

若干高めとなりました。 

 

 

ラスパイレス指数
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 14.4.1 15.4.1 16.4.1 17.4.1 18.4.1 19.4.1 20.4.1 21.4.1 22.4.1 23.4.1

杉並区 102.2 102.4 100.2 100.1 101.7 102.2 102.6 101.7 101.1 100.5

２３区平均 102.1 102.1 100.3 100.3 101.4 101.9 101.8 101.3 100.8 100.0

全地方公共団体平均 100.6 100.1 97.9 98.0 98.0 98.5 98.7 98.5 98.8 98.8 
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５ 人件費の抑制 

 

人件費については、職員数は削減していますが、再任用職員や嘱託員の増加もあり、

金額及び歳出全体に占める割合（人件費比率）は微減傾向となっています。 

職員定数の削減などにより職員数が減っても、退職手当の増加により人件費が削 

減にならない場合もあり、また、人件費総額が減っても区全体の歳出総額が減ると、

人件費比率が上昇することもあります。 

人件費抑制のため、より一層の内部努力を行うことが求められています。 

 

 

○  人件費総額及び人件費比率の推移 

人件費総額及び人件費比率の推移
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※普通会計決算による。 

※再任用・嘱託員等を含む。 
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第５ 健康管理 

１ 所属別定期健康診断受診状況 

 

  区職員の定期健康診断の過去５年間の実績を示したものです。 

近年の健康志向に伴い受診率は向上し、高水準で定着しています。 

 

所属別定期健康診断受診率について（５年間） 

平成２４年３月３１日現在 

部 名 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

政策経営部 94.0％ 95.3％ 96.2％ 97.9％ 97.4％ 

区長室 91.8％ 93.9％ 90.2％ 97.8％ 97.9％ 

危機管理室 95.8％ 95.7％ 100％ 100％ 100.0％ 

区民生活部 91.1％ 90.5％ 89.8％ 94.0％ 94.8％ 

保健福祉部 92.9％ 93.8％ 92.1％ 94.3％ 94.3％ 

都市整備部 90.5％ 93.5％ 92.2％ 97.0％ 95.7％ 

環境清掃部 98.7％ 88.6％ 95.6％ 95.3％ 93.3％ 

清掃職員 98.1％ 96.9％ 98.4％ 97.9％ 99.2％ 

教育委員会

事務局 
91.0％ 89.8％ 86.9％ 92.4％ 90.4％ 

行政委員会 100.0％ 98.1％ 94.6％ 98.3％ 90.2％ 

学校職員 87.4％ 89.7％ 91.6％ 93.2％ 94.8％ 

 

定期健康診断受診率（全体）
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２ 長期(30 日以上)病気休暇取得者数、病気休職(91 日以上)者数 
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この５年間の推移をみると、心療系疾患による取得者は、長期病気休暇取得者数

の約３～４割、休職者数においては約６～７割を占めています。 
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３ 職員健康相談室利用状況 

 

  平成 20 年 10 月から過重労働者に対する産業医面接を実施しています。 

また、職場復帰訓練後のフォロー面接を心理カウンセラーにより実施するなど、 

相談体制の充実を図っています。 
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第６ 職員の福祉・共済・公務災害補償制度 

 

 地方公務員法（第 41 条）は、職員一人ひとりが安心して職務に精励できるよう経済的、

文化的にも生活の充実を図るために、職員の福祉が保護されています。 

また、職員の厚生福利制度では、厚生制度（地方公務員法（以下「地公法」という。）

第 42 条）、共済制度（地公法第 43 条）、公務災害補償制度（地公法第 45 条）について定

めています。 

共済制度や公務災害補償制度などのように、特別法により事業内容が定められている

ものを「法定厚生福利」、地公法第 42 条に基づき実施するものを「法定外厚生福利」と

よんでいます。 

 現行の特別区の厚生福利制度は、次のとおりです。 

 

１ 厚生制度 

職員の健康保持・増進、生活福祉の向上を図ることは、職員の勤労意欲や能率的な公

務運営を確保する上で大きな役割を担っています。地公法第 42 条では、厚生制度につ

いて規定し、その自主的な実施については地方公共団体に義務づけており、これに基

づいて、杉並区及び特別区では、条例により互助会組織を設置し各種事業を実施して

います。 

 一方、福利厚生事業のあり方については、各地方公共団体において、社会情勢に応

じた事業運営や事業内容の見直しが行われています。 

 

厚
生
福
利
制
度

衛生管理（一部法定）

社会保険 

公務災害補償及び安

全管理（一部法定外）
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東京都職員共済組合

厚生制度 

公 務 災 害
補 償 制 度
及 び 社 会
保険 

共済制度 

法定厚生 

福利制度 

法定外厚生 

福利制度 

元気回復 
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（１） 杉並区職員互助会 

  杉並区に勤務する常勤職員（再任用職員を含む）の一般会員と、一定の勤務基準

を満たし入会を希望する非常勤職員などの特別会員で組織され、会員の福利厚生事

業の増進に努めています。会員数は、平成 24 年 4 月 1 日現在、4,262 人です。 

事業運営は、一般会員の会費（給料月額 3.5/1,000）及び特別会員の会費（月額

750 円）、 並びに、区からの事業補助金により運営が行われています。 

  主な事業内容としては、選択制補助事業（宿泊補助、生涯学習補助など）、文化

体育活動補助事業（文化・体育サークル活動への助成）、給付事業（慶弔見舞金等）

など、職員の健康保持や元気回復を目的とした各種事業を実施しています。 

  平成 23 年度、職員互助会一般会計決算額 1 億 5009 万 5541 円のうち、区は、会

員会費収入の 7割に相当する 3898 万 9269 円を事業補助金として交付しました。 

  なお、平成 24 年度、区の事業補助金は、会員会費収入の 5割相当としています。 

 

（２） 特別区職員互助組合 

23 区共同の互助組織として、特別区職員互助組合が設置され、「組合員数のスケ

ールメリットを最大限に生かした事業」として、各種保険事業、相談事業などを実

施しています。 

特別区職員互助組合には、特別区と一部事務組合の職員合わせて約７万人が加入

し、組合費（給料月額 1.7/1,000）により運営されています。 

 

２ 共済制度 

  地方公務員法第 43 条に規定する共済制度は、地方公務員等共済組合法により、職員

が納付する掛金と地方公共団体の支出する負担金を財源として給付を行うことで、職

員及びその被扶養者や遺族の生活の安定と福祉の向上に貢献し、公務の能率的運営に

役立てることを目的とする制度です。区職員は、東京都職員共済組合の組合員となり、

学校教員は、公立学校共済組合の組合員となります。それぞれ所属する共済組合から、

短期給付事業（医療保険給付等）、長期給付事業（年金給付等）、福祉事業を受けるこ

とができます。 

 

３ 公務災害補償制度 

  地方公務員の公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）又は、通勤上による災害

に対する補償については、地方公務員災害補償法に基づき、すべての地方公務員につ

いて統一的に実施されています。具体的には、地方公務員災害補償基金が地方公共団

体に代わって公務災害補償を行っています。 
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公務災害認定件数
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区 清掃 学校 合計

平成24年3月末現在

４ その他の厚生制度 

（１） 職員の被服貸与 

職務上、被服の貸与が必要とされる職員（給食調理、清掃職員等）に対して、被

服の種類や貸与期間を定め貸与しています。 

 

（２） 職員住宅の管理 

職員住宅は、現に住宅に困窮している 30 歳未満の独身者で、住宅の貸与を受ける

ことが必要な職員に対して、貸与期間、使用料等を定め貸与しています。 

なお、防災住宅については、災害対策要員として従事することも入居要件として

定めています。 

 

（職員住宅の概要）                                   ［平成 24 年 4 月 1 日現在］ 

名称及び種別 規 模 月額基本使用料 貸与期間 備 考 

久我山寮 

（女子） 

単身者用 

10 室 

7 室 4,700 円 

3 室 5,000 円 
5 年 

久我山東保育

園併設 

中瀬寮 

（女子） 

管理人室 

1 室 

単身者用

24 室 

管理人室  39,200 円 

単身者    22,100 円 

管理人室 10 年 

単身者  5 年 

中瀬保育園併

設 

成田防災住宅 

（男子） 

管理人室 

1 室 

単身者用 

19 室 

管理人室  76,600 円 

単身者   25,100 円 

管理人室 10 年 

単身者  5 年 

 

高円寺防災住宅 

（男子・女子） 

単身者用 

14 室 
31,800 円 5 年 

高円寺南保育

園、ゆうゆう

高円寺南館併

設 
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第７ 職員の人材育成と勤務評定 

杉並区では、平成２４年５月に新たな「杉並区人材育成計画（平成２４～２６年度）」

を策定しました。この計画により、自治と分権の時代にふさわしい杉並区職員像を具体

化し、職員自らがキャリアプランを描き、目標に向かってキャリアアップを図っていま

す。加えて、民間の研修業者と連携し、民間の研修技術による、最新の情報を取り入れ

た研修を行っています。近年では、採用内定者も含めた若い職員の育成に特に力を入れ

ているほか、接客能力を向上させる研修や、メンタルヘルスケアの充実にも力を入れて

います。 

 

１ 研修受講回数および受講者数 

○ 杉並区職員の平成１９年度から２３年度までの「研修受講回数および受講者数（延

べ）」の実績は、下記のとおりです 

 

 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

１２０回 １０２回 ９５回 １１６回 １０９回
杉並区研修

への参加 
３,７７６名 ２,８７１名 ２,８７９名 ３，５３５名 ３，４１５名

２１５回 １９６回 ２０２回 ２６３回 １９３回特別区研修

派遣研修等

への参加 ５０６名 ６９８名 ６５９名 ７１８名 ６４８名

３３５回 ２９８回 ２９７回 ３７９回 ３０２回

合 計 

４，２８２名 ３，５６９名 ３，５３８名 ４，２５３名 ４，０６３名

＊ 特別区研修の職層研修には、平成 19 年度から平成 22 年度までは参加していませんで

したが、平成 23 年度から一部の研修に参加しています。 
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２ 勤務評定と自己申告 

（１）勤務評定 

  勤務評定とは、地方公務員法第４０条第１項の規定に基づき実施されるものです。 

客観的かつ継続的に職員の勤務実績を把握することで、職員の指導及び監督の有効な 

指針として役立てるとともに、公正かつ科学的な人事管理を行うことで、職員の能力 

及び職務能率の向上に資することを目的としています。杉並区では、杉並区職員勤務 

評定規程に基づいて、勤務実績（能力、態度、業績の３つの観点）により行っており、 

人事管理に利用しています。 

 管理職については、自己申告書の提出と上司からのヒヤリング実施により評定を行 

う、目標管理制度が導入されており、その評定結果は、翌年度の勤勉手当の支給割合 

に反映させています。 

 また、平成２０年度からは、管理職以外の一般職員についても、勤勉手当に成績率 

が導入され、支給額から拠出や加算が行われるとともに、昇給割合にも評定結果が反 

映されています。 

 

（２）職員チャレンジ目標自己申告制度 

  杉並区では、平成１５年度から、係長級、一般職員を対象として、杉並区職員チャ 

レンジ目標自己申告制度を導入しました。これは、職員が組織目標に対応した職務目 

標を掲げ、目標達成に向けて努力することにより、計画的な事業の遂行と組織目標の 

達成をめざすこと、また、職務遂行に必要な能力開発や仕事の取組み方に対する目標 

を掲げ、チャレンジすることにより、職員の意欲を高め、職場を基本とした組織的・ 

計画的な能力開発を図ることを目的にしています。平成１９年度からは、職員の人材 

育成により重点をおく形で制度を改正し、実施しています。 
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Ⅲ 特別区人事委員会の業務状況の報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 地方公共団体が人事行政の運営等の状況の公表を行う際は、地方公務員法第５

８条の２第２項の規定により、人事委員会又は公平委員会から報告される業務

の状況をあわせて公表することとされています。 
 この項では、２３区が共同で設置している特別区人事委員会から報告された

業務の状況を掲載しています。 



特別区人事委員会

国籍
要件

年齢 その他

事務

土木造園（土木）

土木造園（造園）

建築

機械

電気

福祉 無

衛生監視（衛生）

衛生監視（化学）

保健師 無
22歳以上
40歳未満

事務 有
18歳以上
22歳未満

活字印刷文による出題に対応できる
人

事務 有
18歳以上
28歳未満

事務

土木造園（土木）

建築

事務

土木造園（土木）

建築

機械

電気

事務

土木造園（土木）

建築

資格・免許

平成23年度の業務状況の報告

１　職員の競争試験及び選考の状況
　（１）採用試験等
　　　平成23年度における採用試験等については、以下のとおり実施した。

　  ア　受験資格等

保健師

Ⅲ
類

身
障

(

注
1

)

・身体障害者手帳の交付を受けている人
・特別区の区域内に住所を有する人
・自力通勤ができ、かつ介護者なしに職務遂行が可能な人
・通常の勤務時間に対応できる人
・活字印刷文による出題に対応できる人

Ⅰ
　
　
類

有
22歳以上
28歳未満

・ 活字印刷文による出題に対応で
きる人。ただし、事務については点
字による出題に対応できる人も受験
できる。
・ 22歳未満の者で学校教育法に基
づく大学（短期大学を除く。）を卒
業した人、または、これと同等の資
格があると人事委員会が認める人

22歳以上
30歳未満

社会福祉士もしくは児童指導
員の資格を有する人、または
保育士となる資格を有し、都
道府県知事の登録を受けてい
る人

有

食品衛生監視員及び
環境衛生監視員

　(注１)身体障害者を対象とする採用選考の略

当該職種に関係する
業務に従事

当該職種に関係する
業務に従事

経
験
者
３
級
職

(

主
任
主
事
Ⅰ
）

32歳以上

37歳未満

民
間
等
で
の
業
務
従
事

歴
８
年
以
上

当該職種に関係する
業務に従事

(

主
任
主
事
Ⅱ
）

37歳以上

46歳未満

・活字印刷文による出題に対応でき
る人。ただし、事務については点字
による出題に対応できる人も受験で
きる。

民
間
等
で
の
業
務
従

事
歴
1
3
年
以
上

経
験
者
２
級
職

有

28歳以上
32歳未満

民
間
等
で
の
業

務
従
事
歴
４
年

以
上
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区　　分 Ⅰ類 Ⅲ類 経験者 身障選考

告　　示 3月9日 6月15日 6月15日 8月5日

第１次試験
（筆記）

5月8日 9月11日 9月11日 10月10日

第１次試験
合格発表

6月22日 10月17日 10月17日 10月26日

第２次試験
（面接）

7月4日～7月21日 10月26日～28日 10月29日～11月20日 11月7日、17日

最終合格発表 8月5日 11月9日 12月7日 11月24日

　イ　日　程
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比　較 比　較 比　較

増△減 増△減 増△減

事 務 17,898 16,758 1,140 14,005 12,852 1,153 1,724 1,524 200

土 木 造 園
( 土 木 )

563 620 △ 57 363 449 △ 86 129 78 51

土 木 造 園
( 造 園 )

144 164 △ 20 107 126 △ 19 21 28 △ 7

建 築 366 437 △ 71 284 311 △ 27 87 74 13

機 械 163 140 23 109 93 16 43 35 8

電 気 176 193 △ 17 116 123 △ 7 44 32 12

福 祉 533 610 △ 77 408 449 △ 41 54 78 △ 24

衛 生 監 視
( 衛 生 )

313 309 4 215 224 △ 9 34 60 △ 26

衛 生 監 視
( 化 学 )

132 145 △ 13 70 79 △ 9 4 3 1

保 健 師 433 534 △ 101 344 434 △ 90 50 73 △ 23

小 計 20,721 19,910 811 16,021 15,140 881 2,190 1,985 205

事 務 3,584 3,501 83 2,901 2,784 117 233 231 2

事 務 61 71 △ 10 51 60 △ 9 16 18 △ 2

事 務 1,624 1,628 △ 4 1,053 1,134 △ 81 141 170 △ 29

土 木 造 園
( 土 木 )

62 67 △ 5 34 45 △ 11 15 15 0

建 築 68 85 △ 17 44 59 △ 15 20 18 2

小 計 1,754 1,780 △ 26 1,131 1,238 △ 107 176 203 △ 27

事 務 1,564 1,918 △ 354 1,075 1,327 △ 252 44 51 △ 7

土 木 造 園
( 土 木 )

109 151 △ 42 78 108 △ 30 16 13 3

建 築 89 133 △ 44 58 89 △ 31 12 13 △ 1

機 械 16 23 △ 7 15 20 △ 5 3 3 0

電 気 20 21 △ 1 15 14 1 4 6 △ 2

小 計 1,798 2,246 △ 448 1,241 1,558 △ 317 79 86 △ 7

事 務 1,570 1,825 △ 255 1,032 1,136 △ 104 8 9 △ 1

土 木 造 園
( 土 木 )

180 － 180 122 － 122 4 － 4

建 築 114 152 △ 38 73 99 △ 26 3 4 △ 1

小 計 1,864 1,977 △ 113 1,227 1,235 △ 8 15 13 2

29,782 29,485 297 22,572 22,015 557 2,709 2,536 173合　　　計

Ⅲ類

身体障害者を対象
とする採用選考

Ⅰ
　
類

経
験
者

２
級
職

３
級
職

（

主
任
主
事
Ⅰ
）

３
級
職

（

主
任
主
事
Ⅱ
）

単位：人

23年度 22年度

採用区分
職      種

（試験区分）

申込者数 受験者数 最終合格者数

23年度 22年度 23年度 22年度

　ウ　実施状況
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 （２） 採用選考等 

    平成２３年度人事委員会が実施した杉並区の採用選考等の実施状況は次のとおりである。 

    ア 医療専門職採用選考 

区 分 合格者数 

医療専門職（医師の課長級以上） 2人 

    イ 一般職の任期付職員 

採用職層 採用承認人数 

主任主事 0 人 

係長職 0 人 

総括係長 0 人 

課長級 0 人 

統括課長 0 人 

部長級 0 人 

     

 （３） 管理職選考 

    ア 受験資格等 

     ○ Ⅰ類 

      （受験資格） 日本国籍を有する要綱で定める職種の職務に従事する人のうち、平成２４

年３月末日現在、年齢５５歳未満で、主任主事以上の在職期間が６年以上

の人。 

      （受験方式） 全部受験方式－受験資格を満たしている人が、筆記考査（択一・短答式問題 

、記述式問題、論文式問題）全てを受験する方式。 

             分割受験方式－受験資格を満たしている人が、択一・短答式問題受験の免除

資格を得るため、択一・短答式問題のみを受験する方式。受

験年度の管理職選考の合格にはいたらない。 

             免除受験方式－択一・短答式問題受験の免除資格を得ている人が、記述式問

題及び論文式問題を受験する方式。 

             前倒し受験方式－翌年度に受験資格を満たす人が、択一・短答式問題受験の

免除資格を得るため、択一・短答式問題のみを受験する方

式。受験年度の管理職選考の合格にはいたらない。  

      （選考方法） 筆記考査（択一・短答式問題、記述式問題、論文式問題）、勤務評定、口頭

試問、適性評定（技術のみ） 

      （免除資格） 択一・短答式問題の成績が一定の基準に達した人については、原則として、

受験年度以降の３年間の択一・短答式問題受験の免除資格を付与する。 

     ○ Ⅱ類 

      （受験資格） 日本国籍を有する要綱で定める職種の職務に従事する人のうち、平成２４

年３月末日現在、年齢４７歳以上５６歳未満で、総括係長の在職期間が１

年以上の人。 

      （選考方法） 筆記考査（事例式論文）、勤務評定、口頭試問 
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イ 実施状況（合格者決定） 

○Ⅰ類（全部及び免除受験方式）及びⅡ類

23年度 22年度 増減 23年度 22年度 増減 23年度 22年度 増減 23年度 22年度 増減

事　務 386 431 △ 45 173 180 △ 7 78 80 △ 2 20.2 18.6 1.6
技術Ⅰ 64 59 5 18 20 △ 2 11 13 △ 2 17.2 22.0 △ 4.8
技術Ⅱ 18 21 △ 3 12 14 △ 2 10 13 △ 3 55.6 61.9 △ 6.3
技術Ⅲ 36 34 2 9 11 △ 2 6 7 △ 1 16.7 20.6 △ 3.9
技術計 118 114 4 39 45 △ 6 27 33 △ 6 22.9 28.9 △ 6.0
小　計 504 545 △ 41 212 225 △ 13 105 113 △ 8 20.8 20.7 0.1
事　務 123 147 △ 24 92 103 △ 11 46 47 △ 1 37.4 32.0 5.4
技　術 21 24 △ 3 10 11 △ 1 10 11 △ 1 47.6 45.8 1.8
小　計 144 171 △ 27 102 114 △ 12 56 58 △ 2 38.9 33.9 5.0

648 716 △ 68 314 339 △ 25 161 171 △ 10 24.8 23.9 0.9

○Ⅰ類（全部受験方式）

23年度 22年度 増減 23年度 22年度 増減 23年度 22年度 増減 23年度 22年度 増減

事　務 271 351 △ 80 93 119 △ 26 47 57 △ 10 17.3 16.2 1.1
技術Ⅰ 53 51 2 12 16 △ 4 5 10 △ 5 9.4 19.6 △ 10.2
技術Ⅱ 14 15 △ 1 8 8 0 6 7 △ 1 42.9 46.7 △ 3.8
技術Ⅲ 25 27 △ 2 2 6 △ 4 2 4 △ 2 8.0 14.8 △ 6.8
技術計 92 93 △ 1 22 30 △ 8 13 21 △ 8 14.1 22.6 △ 8.5
合　計 363 444 △ 81 115 149 △ 34 60 78 △ 18 16.5 17.6 △ 1.1

○Ⅰ類（免除受験方式）

23年度 22年度 増減 23年度 22年度 増減 23年度 22年度 増減 23年度 22年度 増減

事　務 115 80 35 80 61 19 31 23 8 27.0 28.8 △ 1.8
技術Ⅰ 11 8 3 6 4 2 6 3 3 54.5 37.5 17.0
技術Ⅱ 4 6 △ 2 4 6 △ 2 4 6 △ 2 100.0 100.0 0.0
技術Ⅲ 11 7 4 7 5 2 4 3 1 36.4 42.9 △ 6.5
技術計 26 21 5 17 15 2 14 12 2 53.8 57.1 △ 3.3
合　計 141 101 40 97 76 21 45 35 10 31.9 34.7 △ 2.8

（単位：人、％）

種別 選考区分
受験者数（Ａ） 口頭試問進出者数（Ｂ） 合格者数（Ｃ） 合格率（Ｃ／Ａ）

Ⅰ類

Ⅱ類

合計

（単位：人、％）

種別 選考区分
受験者数（Ａ） 口頭試問進出者数（Ｂ） 合格者数（Ｃ） 合格率（Ｃ／Ａ）

Ⅰ類
（免除）

Ⅰ類
（全部）

（単位：人、％）

種別 選考区分
受験者数（Ａ） 口頭試問進出者数（Ｂ） 合格者数（Ｃ） 合格率（Ｃ／Ａ）

    

ウ 実施状況（免除者決定） 

                                      （単位：人、％） 

対 象 者 数 免 除 者 数 免 除 率 

受験方式別内訳 受験方式別内訳 受験方式別内訳 
選 考 

区 分 計 
全部 分割 前倒し

計 
全部 分割 前倒し

計 
全部 分割 前倒し

事 務 372 224 105 43 70 38 14 18 18.8 17.0 13.3 41.9 

技術Ⅰ 86 48 31 7 14 8 3 3 16.3 16.7 9.7 42.9 

技術Ⅱ 29 8 14 7 5 2 1 2 17.2 25.0 7.1 28.6 

技術Ⅲ 41 23 9 9 6 4 0 2 14.6 17.4 0.0 22.2 

合 計 156 79 54 23 25 14 4 7 16.0 17.7 7.4 30.4

   注１ 対象者数とは、受験者数から合格者数を除いた数である。 

    ２ 全部とは、全部受験方式で筆記考査全てを受験し、口頭試問に進出しなかった人及び口頭試問 

に進出した人のうち合格にいたらなかった人。 

    ３ 分割とは、分割受験方式で受験した人。 

    ４ 前倒しとは、前倒し受験方式で受験した人。 

    ５ 免除率は、小数点第二位以下四捨五入で算出。 

  

 

 



- 41 - 
 

 

（４） 特例転職選考 

    ア 受験資格及び選考方法 
     （受験資格） 日本国籍を有し、平成２４年３月末日現在、年齢満５５歳未満で、「一般業務」

の職務に従事する人又は、技能系職種に在職し、専ら事務の業務に従事して

いると任命権者が認める人。 
     （選考方法） 筆記考査（択一式問題・作文）、勤務評定 
     
 

イ 実施状況 
（単位：人、％） 

                         

  

種別 職種 職務 

有資格者

数 

A 

申込者

数 

B 

申込率

B/A 

受験者

数 

C 

受験率 

C/B 

合格者

数 

D 

合格率

D/C 

業務系 業務 一般業務 24 1 4.2 1 100.0 0 0.0

技能Ⅰ 介護指導 24 12 50.0 10 83.3 8 80.0

電話交換 2 1 50.0 0 0.0 - -

警備 2 0 0.0 - - - -技能Ⅱ 

作業Ⅰ 14 3 21.4 3 100.0 1 33.3

調理 43 43 100.0 42 97.7 33 78.6

用務 26 16 61.5 15 93.8 11 73.3技能Ⅲ 

作業Ⅱ 17 10 58.8 9 90.0 7 77.8

技能Ⅳ 家庭奉仕 6 2 33.3 1 50.0 0 0.0

技
能
系
（
異
種
職
務
従
事
者
） 

技能系計 134 87 64.9 80 92.0 60 75.0

合  計 158 88 55.7 81 92.0 60 74.1

（注） 技能Ⅴ、Ⅵは有資格者なし 
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２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

 

給与は、情勢適応の原則（地方公務員法第 14 条）、均衡の原則（地方公務員法第 24 条第３項）及び職務給

の原則（地方公務員法第 24 条第１項）に則して決定されるものである。例年、これらの趣旨を踏まえ、特別

区職員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査を行い、公民較差を算出するとともに、国や他の地方公共

団体の給与の実態を参考にして、給与に関する報告、意見の申出及び勧告を行っている。平成 23 年は、10 月

28 日に各特別区の議会及び区長に対し、一般職の特別区職員の給与等について報告及び勧告を行った。その

概要は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 職員の給与に関する報告（意見）・勧告  

Ⅰ 職員と民間従業員との給与の比較 

 １ 民間給与実態調査の内容（平成 23 年４月） 

区  分 内         容 

調査対象規模 企業規模 50 人以上で、かつ事業所規模 50 人以上の事業所 

事 業 所 数  特別区内の 942 民間事業所を実地調査（調査完了 804 事業所） 

２ 職員給与等実態調査の内容（平成 23 年４月） 

民間従業員と比較した職員 
職 員 数 

職 員 数 平 均 給 与 平 均 年 齢 

60,272 人 30,725 人 416,772 円 43.6 歳 

３ 公民比較の結果 

  ○月例給与 

民間従業員 職   員 差 

415,930 円 416,772 円 △842 円（△0.20％） 

（注）民間従業員、職員ともに本年度の新卒採用者は、含まれていない 

○特別給 

民間支給割合 職員支給月数 差 

3.94 月分 3.95 月分 △0.01 月分  

 

 
◇ 月例給与は３年連続の引下げ改定、特別給は改定なし 

１ 月例給与 

 ○職員給与が民間給与を上回っており、公民較差（△842 円、△0.20％）を解消するため、給料表

の引下げ改定 

  ○原則すべての級及び号給について引下げ改定 

・任用資格基準を考慮し一部の号給は、給料月額の引下げを緩和 

・初任給据置きにより、Ⅰ類初任給までの号給等については改定なし 

２  特別給（期末手当・勤勉手当） 

○民間の特別給（賞与）の支給割合とおおむね均衡しているため改定なし（現行 3.95 月） 

◎職員の平均年間給与は、約△1万 3千円（△0.2％）  

〔本年の勧告のポイント〕 
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Ⅱ 改定の内容 

１ 給料表 

・ 公民較差の解消のため、給料月額を引下げ改定 

・ Ⅰ類初任給までの号給等の給料月額は据置き 

・ 医療職給料表(一)は、医師の処遇確保の観点から引下げ改定なし 

 ２ 行政職給料表（一）の初任給 

・ Ⅰ類（大学卒程度）、Ⅲ類（高校卒程度）ともに据置き 

（参考１）較差解消による配分    

給    料 諸 手 当 はね返り 計 

△714 円 ― △128 円 △842 円 

 

（参考２）改定による平均年間給与の減少額（公民比較対象職員） 

改定前 改定後 差 

約 6,713 千円 約 6,700 千円 約△13 千円(△0.2％) 

 

（参考３）モデルケースによる試算 

○ケース１ 係員（１級 29 号給、25 歳）  

扶養手当：無、住居手当：有 

給与月額 年間給与 

改定前 改定後 差 改定前 改定後 差 

222,116 円 222,116 円 0 円 3,510 千円 3,510 千円 0 千円 

○ケース２  係長（４級 61 号給、40 歳） 

扶養手当：配偶者、子 2人（教育加算無）、住居手当：有 

給与月額 年間給与 

改定前 改定後 差 改定前 改定後 差 

450,592 円 449,766 円 △826 円 7,266 千円 7,253 千円 △13 千円 

○ケース３  課長（６級 69 号給、45 歳） 

扶養手当：配偶者、子 2人（教育加算無）、住居手当：有 

給与月額 年間給与 

改定前 改定後 差 改定前 改定後 差 

635,498 円 634,554 円 △944 円 10,213 千円 10,197 千円 △16 千円 

○ケース４  部長（８級 55 号給、50 歳） 

扶養手当：配偶者、子 2人（内教育加算 1人）、住居手当：有 

給与月額 年間給与 

改定前 改定後 差 改定前 改定後 差 

759,044 円 757,982 円 △1,062 円 12,297 千円 12,278 千円 △19 千円 
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 ３ 実施時期等 

・ 給与水準引下げの改定であるため、遡及することなく、改正条例の公布の日の属する月の翌月の初

日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から実施 

・ 平成 23 年４月から改定の実施の日の前日までの期間に係る公民較差相当分について、本年度中に支

給される期末手当の額において平成 22 年の勧告に準じ、所要の調整を実施。ただし、医療職給料表(一)

が適用されている職員については、引下げ改定が行われないため、所要の調整は行わないことが適当 

 

Ⅲ 給与制度の検証・検討 

 １ 昇給制度・勤勉手当制度 

・ 昇給制度については、今後より一層職員の勤務成績が反映されるように運用していくことが重要 

・ 勤勉手当制度において、一部の区では依然として勤務成績が的確に反映されていない状況。来年度

より扶養手当相当額が成績率の原資となることから、各区とも原資を効果的に活用できるよう、適宜

運用の見直しを行うことが必要 

 ２ 職務・職責が的確に反映された給与 

・ 給料表の一部級間の重複度合いが大きいことが、給与水準差を不明確とする要因となっているため、

今後この状況を踏まえての見直しが必要 

 

Ⅳ  区費負担の学校教育職員の給与制度 

・ 東京都の教育職員との均衡を考慮して、改定等を行うことが適当 

 

 人事制度、勤務環境の整備等に関する報告（意見）  

Ⅰ 人事制度の整備 

 １ 有為な人材の確保 

  (1)  Ⅰ類採用試験における取組み 

・ 受験希望者への意向調査等を通じて、特別区の強みや弱みを把握するとともに、採用フォーラム等

の機会を捉え「特別区の魅力」や「区の魅力」をアピールするなど、次代を担う有為な人材確保に向

けた取組を強化 

   (2)  経験者採用試験制度の改正 

・ 経験者採用試験について、任命権者が受験資格要件の緩和を検討する中、区政を推進していく職員

を的確に確保していくため、能力実証方法を改正 

 ２ 人材の育成 

・ 区民の信託に応えていくためには、能力・業績及び職責に基づく人事・給与制度を基礎として、職

員一人ひとりの能力開発を不断に進めていくことが不可欠 

  (1)  昇任意欲の醸成 

・ 「昇任に関する意識調査」結果を詳細に分析するとともに、各区の先進的な取組みのフィードバッ

クを目的とした「昇任意欲醸成のための取組指針」（仮称）を作成 

 (2)  昇任制度の改正の検討 

・ 昇任選考を通じて人材を計画的に育成する観点から、管理職選考における受験方式の一部改正を検

討 

・ 係長職昇任選考は、各区がそれぞれの人事戦略に合わせて、求める係長職を選抜することができる

よう、任命権者の裁量を広げる方向で検討 
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 ３ 高齢期雇用への対処 

・ 高齢期雇用に係る諸問題の検討にあたり、組織活力の維持・向上の視点や、培った知識や経験、技

術を次代に継承するため高齢職員の活用の視点に留意 

・ 検討にあたっては、高齢期の職員の働き方だけでなく、採用から退職までの人事・給与制度全体の

あり方を検証 

・ 公的年金の支給開始年齢の引上げは目前に迫っており、任命権者とともに国や他の地方公共団体の

動向を注視しながら、早急に特別区職員の実態を踏まえて検討 

 

Ⅱ 勤務環境の整備 

 １ 職業生活と家庭生活の両立支援 

・ 職業生活と家庭生活の両立を支援する育児休業など各種制度のより一層の定着のため、任命権者は、

制度の認知度向上に努めるとともに、管理職員を中心に職員が制度を利用しやすい職場づくりを推進 

２ 超過勤務の縮減等  

・ 任命権者は超過勤務の縮減のため、実態について調査・分析し、その発生要因を明らかにした上で、

全庁的な視点から新たな対策の検討も必要 

・ 適切な年次有給休暇の取得は、職員の健康の保持・増進を図るとともに、仕事の質や組織活力の向

上につながる効果があるため、任命権者においては、全ての職員が等しく休暇を取得できる勤務環境

の整備に取り組むことが必要 

３ メンタルヘルスの推進  

・ 任命権者においては、引き続きメンタルヘルス不調者の発生防止や早期発見に努めるとともに、適

切な職場復帰支援を行い、再発防止に心掛けていくことが必要 

 

Ⅲ 公務員倫理の確立 

・ 任命権者は、不祥事発生を防ぐ組織づくりへ向けた不断の取組みが必要であり、また、管理職員は、

非違行為の防止につながる職場環境を作り上げることが重要 

・ 任命権者は職員に対する研修の実施や、組織としての情報管理体制を整えることにより、個人情報

の適正管理を実施 
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３ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

 

   平成23年度中における杉並区の措置要求の状況は、下記のとおりです。 
 

 前年度からの 

 継続件数 A 

 23年度 

 要求件数 B 完結件数  C
 翌年度継続 

 件数   A+B-C 備      考 

 

0 0 0 0  

 

 
 

 

 

４ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

 

   平成23年度中における杉並区の不服申立ての状況は、下記のとおりです。 
 

 前年度からの 

 継続件数 A 

 23年度 

 申立て件数 B 完結件数  C
 翌年度継続 

 件数   A+B-C 備      考 

 

0 0 0 0  
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